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国民年金のお知らせ

後納制度（国民年金保険料の納期限の延長）が始まります後納制度（国民年金保険料の納期限の延長）が始まります
　国民年金制度は、20歳から60歳に到達するまでの40年の間に国民年金保険料を納めて

いただくことで満額の老齢基礎年金を受給することができます。

　しかしながら、保険料を納められなかった期間がある場合や資格取得などの届出忘れに

より国民年金の資格期間がない場合には、将来の年金受給額が少なくなったり、年金その

ものが受給できなくなってしまうこと（保険料納付や免除等の合計が25年（300月）未

満の場合）があります。

　このような事態を避けるために、昨年、法律が改正され、平成24年10月１日から、国

民年金保険料の納めることができる期間が過去２年から10年に延長となる後納制度が始

まります。

　具体的には、平成14年10月分以降の納められなかった保険料を納めることができるよ

うになります。（注）

　ただし、既に老齢基礎年金の受給権をお持ちの方は、納めることができませんので、ご

注意願います。

　なお、後納保険料を納付するためには事前にお申し込みいただき審査させていただくこ

とになります。審査の結果、後納制度による納付をご利用いただけない場合があります。

　詳しくは、下記「国民年金保険料専用ダイヤル」またはお近くの年金事務所（鷹巣年金

事務所☎0186－62－1490）へお問い合わせください。

注：後納保険料を納付できる期間は、平成24年10月１日から

　　平成27年９月30日までの３年間です。

＜受付時間＞　月～金曜日 午前８：30～午後５：15 

ただし、月曜日（月曜日が休日の場合は火曜日）は午後７：00まで延長

第２土曜日 午前９：30～午後４：00

（祝日、12月29日～１月３日はご利用いただけません。） 

※ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内  通話料金でご利用いた

だけます。

　ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）からおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。 

※「０３－６７３１－２０１５」の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。 

※「０５７０」の最初の「０」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になっているケースが発生してい

ますので、おかけ間違いにはご注意ください。 

お問い合わせは『国民年金保険料専用ダイヤル』へ！

　０５７０－０１１－０５０

０５０または０７０から始まる電話でおかけになる場合は　０３－６７３１－２０１５

国民健康保険被保険者証の更新について国民健康保険被保険者証の更新について
　現在国保に加入されている皆さんの平成24年10月１日から使用する新しい被保険者証は９月下旬

に世帯単位で郵送します。

　保険医療機関等を受診される方は次のことを必ず守ってください。

１　現在入院中あるいは通院中の方は、平成24年10月１日以降新しい被保険者証を保険医療機関

等の窓口に必ず提示してください。

２　70歳以上の方は、「被保険者証」と「国民健康保険高齢受給者証」をいっしょに保険医療機

関等窓口に提示してください。

３　10月１日以降新しく国保に加入したときも、入院・

　通院にかかわらず、被保険者証を保険医療機関等の窓

　口に必ず提示してください。

４　月の初めや被保険者証が変わったときは、被保険者

　証を保険医療機関等の窓口に必ず提示してください。

※他の保険に加入した方が変更の届出をしないまま、国保で医療機関等を受診された場合、医

療費を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

　社会保険等への加入や喪失、転入、転出など、資格異動の手続きは、異動する人の被保険者証と
印鑑を窓口へ持参し、速やかに行ってください。
　世帯主の変更や住所変更などのときは、国保に加入している世帯全員の被保険者証を窓口へ持参
してください。変更後の被保険者証を交付します。

■問合せ先　八峰町町民生活課　保険年金係　☎７６－４６１４


